
   笠置町災害廃棄物処理計画【概要版】 

１．計画策定の目的 

 笠置町災害廃棄物処理計画（以下「本計画」という。）は、将来発生が予測される大

規模災害に備え、災害により発生する廃棄物（以下「災害廃棄物」という。）を適正か

つ円滑・迅速に処理するための方針を示すとともに、国・府・本町・民間業者等の役割

分担を明確化し、平常時から相互支援体制の構築を図ろうとするものです。 

２．計画の位置付け 

 本計画は、地震等により発生する膨大な災害廃棄物を迅速かつ適正に処理し、早期

に町民の生活基盤を復旧・復興させるとともに、生活環境の改善を図るため、災害廃

棄物処理に関する本町の基本的な考え方、処理方法や処理手順を示したものです。災

害廃棄物処理に係る防災体制における本計画の位置付けは、次のとおりです。 

 

 

京都府災害廃棄物処理計画 

廃棄物処理法 

基本方針（環境大臣） 

廃棄物処施設整備計画 

災害対策基本法 

防災基本計画 

環境省防災業務計画 

国 

（大規模災害時） 
処理指針 

災害廃棄物対策指針 

大規模災害発生時における 
災害廃棄物対策行動指針 

近畿ブロック 
大規模災害発生時における 
災害廃棄物対策行動計画 

京都府地域防災計画 

京都府 

京都府循環型社会形成計画 

（災害発災時） 
災害廃棄物処理実行計画 

笠置町 

災害廃棄物処理計画 

地域防災計画 一般廃棄物処理計画 

（災害発災時） 
災害廃棄物処理実行計画 



３．対象とする災害と被害想定 

 本計画では、地震災害及び風水害による被害のうち、最も大きな被害が想定される

「木津川断層帯」と「木津川の氾濫」を対象被害とします。 

出典）京都府地震被害想定調査結果（平成 20 年、京都府） 

 

出典）令和３年度災害廃棄物処理計画策定支援事業（京都府） 

 

４．災害廃棄物の発生量の推定 

 「木津川断層帯」を震源とする地震（規模：M7.3）が発生した場合、本町域では、最

大震度７に達すると予想され、災害廃棄物の発生量の推計は、次のとおりです。 

区分 
被災戸数 

(棟) 

原単位 

(t/棟) 

災害廃棄物 

発生量(千 t) 

全壊 1,050 117 122.9 

半壊 310 23 7.1 

火災焼失 340 78 26.5 

合計 156.5 
 

 

種類 構成比 
災害廃棄物 

発生量(千 t) 

可燃物 16% 20.8 

不燃物 30% 56.2 

コンクリートがら 43% 64.1 

金属 3% 5.0 

柱角材 4% 5.2 

その他 4% 5.2 

合計 156.5 
 

 

「木津川の氾濫」が発生した場合の災害廃棄物の発生量の推計は、次のとおりです。 

区分 
被災戸数 

(棟) 

原単位 

(t/棟) 

災害廃棄物 

発生量(千 t) 

全壊 263 117 30.8 

半壊 1 23 0.0 

床上浸水 - 4.60 0.0 

床下浸水 2 0.62 0.0 

合計 30.8 
 

 

種類 構成比 
災害廃棄物 

発生量(千 t) 

可燃物 16% 4.9 

不燃物 30% 9.2 

コンクリートがら 43% 13.2 

金属 3% 0.9 

柱角材 4% 1.2 

その他 4% 1.2 

合計 30.8 
 

地震 
最大予想 

震度 

（推定）建物被害（棟） 

全壊 半壊 焼失 合計 

木津川断層帯 ７ 1,050 310 340 1,700 

風水害 
（推定）建物被害（棟） 

全壊 半壊 床上浸水 床下浸水 合計 

木津川の氾濫 263 1 - 2 266 



５．災害廃棄物の仮置き場の設置 

処理施設において一度に処理ができない大量の災害廃棄物を、生活圏から速やかに移

動させるため、仮置場を設置します。 

被害規模が最大となる「木津川断層帯」を震源とする地震被害における災害廃棄物推

計発生量全てを一度に仮置場に搬入すると想定した場合の仮置場の必要面積は次のと

おりです。 

 

仮置場内での配置例は以下のとおりです。 

 

 

６．避難所ごみの発生量、し尿収集必要量の推計 

 本計画で想定する「木津川断層帯」を震源とする地震被害による避難所からの生活ご

み（避難所ごみ）及びし尿の発生量等は、次のとおりです。 

出典）避難者数は令和 6 年 2 月現在の全人口（本町ホームページに掲載） 

 

想定災害 
組成別の必要面積（ha） 

合計(ha) 
可燃物 不燃物 

コンクリート
がら 

金属 柱角材 その他 

木津川断層帯 1.2 1.2 1.4 0.1 0.3 0.1 4.3 

想定災害 避難者数 
１人当たりごみ 
排出量(g/人･日) 

避難所からの 
ごみ排出量(ｔ/日) 

木津川断層帯 1,108 862.8 1.0 



※：すべてを仮設トイレで賄うと仮定 

 

７．組織体制 

 本町に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に設置する災害対策本部の組

織体制は、次のとおりとします。また、発災時には災害廃棄物処理を担当する組織を「住

民班」に設置します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

想定災害 
1 日当たりの 
し尿排出量 
(L/日) 

指針に基づき
試算した仮設
トイレの必要
設置基数(基) 

使用人数から逆算した 
仮設トイレの必要設置基数(基) 

100 人/基 75 人/基 20 人/基 

木津川断層帯 2,038 16 12 16 60 

本部室 
 

町長 
副町長・参与 

参事・教育長・総務財政課長 

総
務
班 

住
民
班 

教
育
班 

建
設
班 



 

なお、本町においては、少数の職員で多

くの役割を兼務する可能性が高いため、

被害状況や災害の規模に応じて、近隣市

町村、府等からの人的支援を受けて段階

的に体制を構築することも検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当 主な業務内容 

総括責任者 ○目標・方針の設定、個別の意思決定 

・計画（現状の把握・分析・評価）を基本に、目標・方針を設定 

・関係機関との総合調整、総務・経理、現場の各作業を総合的に判断、調整して意

思決定 

総務担当 

（総合調整） 

○関係支援団体との調整 

・庁内調整、国、府、支援団体、広域処理関係 

○現場活動をサポートする後方支援 

・人員の確保、労務管理 

・業者選定（施設整備、資機材の調達、輸送手段の確保等） 

・（必要に応じて）現場人員等の宿舎等の確保、燃料等の確保 

処理担当 

（施設・企画） 

○対外交渉 

・廃棄物関連部局及び施設部局などとの調整 

○災害廃棄物処理実行計画（以下「実行計画」という。）の作成 

・情報収集、現状の把握・分析・評価、施設計画・作業計画作成 

・リソース（人員、資機材）、廃棄物の発生・処理等の状況把握 

・予測、分析、問題把握 

・施設計画の作成（施設等の位置・規模・必要仕様の検討、概算費用の把握）、作

業計画の作成（見直し） 

チーム構成員 

庁内 

他団体職員等（国・府・近隣市町村等） 

相楽東部広域連合・相楽広域行政組合 

笠置町 災害対策本部 

国（近畿地方環境事務所） 

京都府 災害廃棄物担当 

総務担当 

処理担当 

初動対応班 

解体撤去班 

仮置場班 

処理班 

住民窓口担当 

経理担当 

住民班 
 災害廃棄物処理チーム 

総括責任者（税住民課長） 

税住民課（廃棄物・固定資産税関係） 

建設産業課（土木工事関係） 

総務財政課（広報関係） 



担当 主な業務内容 

 初動対応班 ○初動に必要となる業務の調整 

・仮設トイレ設置、ごみ収集、し尿処理、処理施設被災状況確認等 

 解体撤去班 

仮置場班 

処理班 

○現場指揮・監理 

・災害廃棄物の収集、運搬、処理、処分・再利用に係る業務 

・作業計画に基づく人員、資機材のリソース、施設の効果的な運用・管理 

住民窓口担当 ○住民広報・問い合わせ等への対応 

経理担当 ○資金の調達・管理、契約 

・必要な資金の調達・管理 

・施設整備、資機材調達等の契約 

 

８．関係機関との連携及び府・市町村・民間業者との相互支援 

(１) 自衛隊・警察・消防との連携 

初動期（発災直後）においては、まず人命救助を優先しなければなりません。迅速

な人命救助のために、自衛隊、警察、消防と連携して道路上の災害廃棄物を撤去等す

る必要があるため、道路の啓開に当たる建設部、実際に啓開業務を行う廃棄物処理業

者や建設業者などと連携します。 

(２) 民間業者等との支援協定の締結 

がれき等の処理に精通している産業廃棄物処理業者等との災害支援協定の締結を

検討します。 

また、府が締結している災害時における廃棄物処理等に関する協定（公益社団法人

京都府産業資源循環協会、京都府環境整備事業協同組合等）を活用することも想定さ

れます。 

(３) 都道府県・市町村・民間業者による応援体制 

ア 協定に基づく応援体制 

大規模災害が発生し、本町のみでは十分な応急対策及び復旧対策を実施すること

ができず、受援の必要が生じた場合、災害時における廃棄物処理等に関する協定につ

いて、速やかにこれらの協定を運用できるよう平常時から取扱いを確認するものと

します。 

イ 災害時における他の都道府県・市町村等との包括的な応援協定に基づく支援 

本町が府に対して応援要請をした場合、又は被災状況を鑑みて府が必要と判断す

る場合、府が民間事業者や他の都道府県等と締結している応援協定に基づき府の支

援を受けることとします。 

  


